
かずさあけぼの保育園の園児送迎バス廃止にかかる 

    経過措置について 

 

健康こども部  

 

１ 趣旨 

  かずさあけぼの保育園の園児送迎バスについては、令和８年３月末をもって

廃止するとしたところであるが、園児の送迎について地域で検討を始めたこと

から、送迎手段の変化に対する園児や保護者の負担を軽減するため、準備が整

うまでの間、園児送迎バスを運行する。 

 

２ 内容 

 (1) 運行期間 

  ・令和８年４月１日から準備が整うまで（最長１年間） 

 (2) 運行体制 

  ・バス１台体制とする。 

  ・運転手及び添乗員は、会計年度任用職員を任用する。 

  ・車両は、現在清和こども園で使用しているバス（幼児２１人乗り）を使用

する。 
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